
南国市告示第３０号 

　南国市危険木伐採等森林整備事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

　　令和８年３月２５日　 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南国市長　平山　耕三　　 

 
　　　南国市危険木伐採等森林整備事業費補助金交付要綱 

 
　（趣旨） 

第１条　この要綱は、南国市補助金の交付に関する条例（昭和５３年南国市条例第２０号）第

１７条の規定に基づき、南国市内の倒木となるおそれのある立木竹の伐採等に要する経費の

一部を補助することにより、住宅等への倒木被害の防止及び適切な森林整備を図り、もって

市民の安心で安全な生活環境を保全することを目的とする南国市危険木伐採等森林整備事業

費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

　（定義） 

第２条　この要綱において「危険木」とは、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２条第１

項に規定する森林（公有林を除く。）に存在する立木竹のうち、胸高直径が２５センチメー

トル以上かつ樹高が５メートル以上の立木又は胸高直径が１０センチメートル以上かつ樹高

が５メートル以上の立竹であって、倒木により樹高と同等の距離の範囲内にある住宅又は市

道に被害を与えるおそれがある立木竹をいう。 

　（補助事業等） 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助金の交付の対象と

なる者（以下「補助事業者」という。）、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経

費」という。）及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。 

　（交付申請） 

第４条　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南国市危険木伐採等森林整備

事業費補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

　（交付決定） 

第５条　市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金

を交付すると決定したときは、南国市危険木伐採等森林整備事業費補助金交付決定通知書

（様式第２号）により、補助事業者に通知するものとする。 

　（遵守事項） 

第６条　補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

 (1)　補助事業の実施に当たっては、補助事業に係る契約等において暴力団を利することとな



らないよう、南国市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。 

 (2)　補助事業を行うために締結する契約は、南国市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に

行うこと。 

 (3)　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

 (4)　補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出につい

ての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して５年間保管すること。 

 (5)　南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定を遵守すること。 

　（概算払） 

第７条　補助事業者は、市長が補助事業の目的を達成するために必要と認めるときは、南国市

危険木伐採等森林整備事業費補助金概算払請求書（様式第３号）により、補助金の概算払の

請求を行うことができる。 

　（変更申請等） 

第８条　補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しよ

うとするときは、南国市危険木伐採等森林整備事業費補助金変更等承認申請書（様式第４

号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

　（実績報告） 

第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認

を受けた日から起算して３０日を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに、南国市危険木伐採等森林整備事業費補助金実績報告書（様式第５号）に関係書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

　（額の確定） 

第１０条　市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、南国市危険木伐採等森林

整備事業費補助金確定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

２　市長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金を

交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じるものとす

る。 

　（交付請求）　 

第１１条　前条第１項の規定による補助金の交付の額の確定の通知を受けた補助事業者は、南

国市危険木伐採等森林整備事業費補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出し、補助金

の交付の請求を行うものとする。 

　（交付決定の取消し等） 

第１２条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る金額の返



還を命じることができる。　 

 (1)　補助金の交付の決定の条件に違反したとき。 

 (2)　虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。 

 (3)　補助金を交付の目的以外に使用したとき。　 

 (4)　南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に違反したとき。 

 (5)　前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。 

　（その他） 

第１３条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 
　　　附　則 

１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２　この要綱は、令和９年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付

された補助金について第６条第４号及び第１２条の規定は、同日以降もなおその効力を有す

る。


